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「
日
弁
連
六
十
年
」

　

日
本
弁
護
士
連
合
会
創
立
六
〇
周
年
を
記
念
し
て
、
こ
こ
に
『
日
弁
連
六
十
年
』
を
刊
行
し
ま
す
。

　

五
〇
年
史
を
ま
と
め
て
以
来
の
こ
の
一
〇
年
間
、
日
弁
連
は
、
か
つ
て
な
い
ス
ピ
ー
ド
で
活
動
の
幅
を
広
げ
、
と
り
わ
け
司
法
制
度
改

革
や
人
権
擁
護
活
動
に
お
い
て
目
覚
ま
し
い
成
果
を
あ
げ
ま
し
た
。
本
書
に
は
、
こ
の
間
の
幅
広
い
活
動
が
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

本
書
で
も
触
れ
て
い
る
と
お
り
、
現
状
批
判
と
提
言
に
と
ど
ま
ら
ず
、
望
ま
し
い
司
法
制
度
を
作
る
取
組
み
は
、
そ
れ
が
多
く
の
利
益

衡
量
を
含
む
だ
け
に
、
多
様
な
会
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
日
弁
連
の
中
で
会
内
合
意
を
得
る
こ
と
に
多
く
の
困
難
が
あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
日
弁
連
は
、
お
よ
そ
二
〇
年
前
か
ら
、
司
法
の
現
状
を
変
え
る
た
め
に
、
ま
ず
自
ら
が
改
革
に
立
ち
上
が
り
、
そ
の
行
動
に
よ
っ

て
大
き
な
制
度
改
革
を
実
現
し
よ
う
と
決
意
し
ま
し
た
。
こ
の
決
意
は
、
次
第
に
多
く
の
会
員
が
共
有
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
つ
い
に
マ

グ
マ
の
よ
う
に
う
ね
り
始
め
た
の
で
し
た
。

　

司
法
の
抜
本
的
な
改
革
を
求
め
た
の
は
、
日
弁
連
だ
け
で
は
な
く
、
各
界
に
も
そ
の
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
国
民
的

な
広
が
り
の
中
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
司
法
制
度
改
革
審
議
会
が
設
置
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
り
、
そ
の
意
見
を
も
と
に
政
府
全
体
で
改
革
の
大
事
業
を
行
っ
た
の
で
す
。
日
弁
連
は
、
こ
れ
ま
で
司
法
試
験
合
格
者
増
の
問
題
な

ど
へ
の
消
極
的
対
応
が
外
部
か
ら
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
経
緯
が
あ
り
、
今
次
の
大
改
革
に
お
い
て
受
け
身
の
対
応
に
陥
り
か
ね
な
い
懸
念

が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
日
弁
連
は
、
審
議
会
の
議
論
に
お
い
て
、
市
民
の
た
め
の
司
法
を
実
現
し
よ
う
と
総
力
を
あ
げ
て
取
り
組
み
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ま
し
た
。

　

振
り
返
れ
ば
、
二
一
世
紀
の
あ
る
べ
き
司
法
の
骨
組
を
つ
く
っ
た
審
議
会
に
お
い
て
、
当
初
抜
本
的
改
革
に
消
極
的
な
立
場
が
強
い
中

で
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
、
基
本
的
に
は
日
弁
連
の
求
め
る
内
容
に
近
い
意
見
を
取
り
ま
と
め
る
ま
で
に
は
、
多
く
の
会
員
の
献
身
的
な
努

力
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
後
審
議
会
の
意
見
を
法
案
な
ど
の
形
に
結
実
さ
せ
る
に
当
た
っ
て
も
、
多
く
の
会
員
の
活
動
が
あ
り
ま

し
た
。
私
は
こ
こ
に
、
会
員
は
も
と
よ
り
、
こ
の
た
び
の
司
法
制
度
改
革
に
と
も
に
取
り
組
ん
だ
各
界
各
層
の
方
々
、
法
案
成
立
に
関
わ

ら
れ
た
与
野
党
の
国
会
議
員
の
ご
努
力
に
感
謝
す
る
次
第
で
す
。

　

多
く
の
関
係
者
の
ご
理
解
が
あ
っ
て
，
抜
本
的
な
司
法
制
度
改
革
が
行
わ
れ
、
と
く
に
六
〇
周
年
の
記
念
す
べ
き
年
に
、
改
革
の
総
仕

上
げ
と
い
う
べ
き
全
面
的
な
被
疑
者
国
選
弁
護
制
度
と
裁
判
員
制
度
に
よ
る
司
法
へ
の
国
民
参
加
が
実
現
し
た
こ
と
は
、
大
き
な
喜
び
で

す
。
そ
し
て
，
こ
の
新
し
く
制
度
改
革
さ
れ
た
現
場
を
こ
れ
か
ら
担
う
の
は
、
続
々
と
入
会
し
て
く
る
法
科
大
学
院
で
教
育
を
受
け
た
法

曹
で
あ
る
こ
と
に
も
深
い
感
慨
を
覚
え
ま
す
。

　

こ
の
一
〇
年
、
日
弁
連
の
人
権
擁
護
の
活
動
も
活
発
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
本
書
で
も
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
環
境
保
護
、
冤
罪
救

済
な
ど
従
来
か
ら
の
活
動
の
ほ
か
、
国
際
人
権
、
高
齢
者
、
男
女
共
同
参
画
、
貧
困
問
題
、
消
費
者
庁
の
発
足
に
至
る
消
費
者
問
題
で
の

活
動
な
ど
、
時
代
の
要
請
に
応
え
る
新
し
い
取
組
み
も
高
い
評
価
を
受
け
ま
し
た
。
ひ
ま
わ
り
公
設
事
務
所
や
ス
タ
ッ
フ
弁
護
士
な
ど
、

公
共
的
使
命
を
担
っ
て
活
躍
を
す
る
会
員
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、
過
疎
偏
在
問
題
や
社
会
弱
者
に
対
す
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
機
能
強

化
へ
の
取
組
み
も
強
化
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
方
、
本
書
か
ら
弁
護
士
・
弁
護
士
会
に
求
め
ら
れ
る
今
後
の
課
題
も
見
え
て
き
ま
す
。

　

法
曹
人
口
増
を
支
え
る
基
盤
整
備
は
い
ま
だ
十
分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
業
務
拡
大
も
関
係
者
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、道
半
ば
で
す
。

全
面
的
被
疑
者
国
選
弁
護
制
度
、裁
判
員
裁
判
、法
科
大
学
院
、法
テ
ラ
ス
な
ど
、相
互
に
関
連
す
る
諸
制
度
は
、あ
く
ま
で
枠
組
が
で
き
、



動
き
始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
の
実
践
の
中
で
魂
を
入
れ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
よ
り
良
い
制
度
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

弁
護
士
の
働
く
環
境
、
活
動
分
野
の
広
が
り
は
、
会
内
の
価
値
観
の
多
様
化
を
加
速
し
、
会
運
営
は
難
し
い
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
し
、

市
民
は
弁
護
士
に
、
よ
り
高
度
な
質
と
倫
理
を
求
め
る
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
は
こ
れ
を
乗
り
越
え
、
市
民
だ
け
で
な
く
、
中
小
企
業
、
公

共
団
体
な
ど
、
よ
り
多
く
の
分
野
に
お
け
る
要
請
に
こ
た
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

こ
の
六
〇
年
間
に
得
た
弁
護
士
の
社
会
的
地
位
と
信
頼
は
，
先
人
の
営
々
た
る
努
力
の
成
果
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
次
の
一
〇
年
、

わ
れ
わ
れ
に
課
さ
れ
て
い
る
諸
課
題
を
解
決
し
、
よ
り
一
層
弁
護
士
と
し
て
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
た
め
に
は
、
今
後
と
も
市
民
の
求

め
る
も
の
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
敏
感
に
知
る
感
性
を
磨
き
続
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
弁
護
士
自
治
は
市
民
の
理
解
の
上
で
初
め
て
成

り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
常
に
自
覚
し
、
今
次
司
法
制
度
改
革
が
弁
護
士
へ
の
厳
し
い
批
判
と
期
待
か
ら
始
ま
っ
た
こ
と
を
改
め
て
胸

に
と
め
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
『
日
弁
連
六
十
年
』
は
，
創
立
以
来
の
日
弁
連
の
活
動
、
中
で
も
司
法
制
度
改
革
の
具
体
化
が
行
わ
れ
た
激
動
の
一
〇
年
を
中
心
に
通

観
し
、
そ
し
て
次
の
一
〇
年
の
様
々
な
課
題
と
未
来
へ
の
展
望
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
本
書
の
発
刊
の
た
め
に
格
別
の
意
欲
を
も
っ
て
尽
力
を
い
た
だ
き
、
ま
た
、
短
期
間
の
う
ち
に
編
集
、
出
版
を
な
し
と
げ
た

執
筆
者
、
担
当
者
の
皆
様
に
改
め
て
心
か
ら
の
敬
意
と
感
謝
の
意
を
表
す
る
次
第
で
す
。

二
〇
〇
九
年
三
月
一
日

日
本
弁
護
士
連
合
会

会　
　

長　
　

宮　
　

﨑　
　
　
　

誠
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「
日
弁
連
六
十
年
」
を
贈
る

　

日
本
弁
護
士
連
合
会
は
、
四
月
に
北
大
西
洋
条
約
が
調
印
さ
れ
、
一
〇
月
に
は
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
す
る
な
ど
、
ま
さ
に
世
界
的

な
激
動
期
で
あ
っ
た
一
九
四
九
（
昭
和
二
四
）
年
九
月
一
日
、
創
立
さ
れ
ま
し
た
。

　

日
弁
連
は
、
創
立
以
来
一
〇
周
年
毎
に
記
念
誌
を
刊
行
し
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
創
立
五
〇
周
年
に
あ
た
る
一
九
九
九
年
に
は
、
日
弁

連
五
十
年
の
通
史
と
し
て
『
日
弁
連
五
十
年
史
』
を
刊
行
し
、そ
の
歩
み
を
振
り
返
り
ま
し
た
。
そ
し
て
創
立
六
〇
周
年
に
あ
た
る
本
年
、

日
弁
連
創
立
六
〇
周
年
記
念
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
の
『
日
弁
連
六
十
年
』
を
発
行
い
た
す
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
書
で
は
、
こ
の
一
〇
年
間
の
歩
み
と
し
て
、
先
ず
は
第
一
章
で
、
こ
の
一
〇
年
、
日
弁
連
が
文
字
通
り
心
血
を
注
い
で
取
り
組
ん
だ

司
法
制
度
改
革
の
三
本
柱
と
も
言
う
べ
き
、
法
科
大
学
院
、
裁
判
員
制
度
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
の
取
組
み
を
取
り
上
げ
、

現
状
の
評
価
と
今
後
の
課
題
を
考
察
い
た
し
ま
し
た
。
第
二
章
で
は
、
日
弁
連
の
中
心
的
使
命
で
あ
る
人
権
救
済
活
動
、
刑
事
司
法
、
そ

し
て
今
や
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
た
消
費
者
、
医
療
、
労
働
な
ど
多
種
多
様
な
人
権
課
題
の
取
組
み
を
論
じ
て
お
り
ま
す
。
第
三
章
は

弁
護
士
は
社
会
生
活
上
の
医
師
た
れ
と
い
う
観
点
か
ら
業
務
改
革
と
弁
護
士
自
治
を
見
つ
め
直
し
、
第
四
章
で
は
法
制
度
の
整
備
に
つ
い

て
述
べ
、第
五
章
で
各
弁
護
士
会
や
連
合
会
の
司
法
過
疎
解
消
へ
の
取
組
み
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
取
組
み
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

ま
た
こ
れ
ら
に
先
立
つ
特
集
と
し
て
、「
司
法
改
革
と
日
弁
連
」
と
題
し
て
こ
の
一
〇
年
に
日
弁
連
が
最
重
要
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
だ

司
法
制
度
改
革
を
総
覧
い
た
し
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
顧
み
る
と
、
こ
の
一
〇
年
は
日
弁
連
に
と
っ
て
は
歴
史
上
比
類
の
な
い
改
革
の
時
代
で
あ
り
、
こ
の
司
法
改
革
の
波
が
弁



護
士
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、
そ
れ
に
対
し
て
日
弁
連
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
か
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
振
り
返

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
時
代
の
司
法
を
考
え
る
一
助
と
も
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
本
書
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
宮
﨑
誠
会
長
、
丸
島
俊
介
事
務
総
長
を
は
じ
め
、
大
川
真
郎
日
弁
連
創
立

六
〇
周
年
記
念
行
事
実
行
委
員
会
委
員
長
代
行
、
明
賀
英
樹
同
事
務
局
長
の
多
大
な
ご
尽
力
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
各
執
筆
者
の
先
生
方
、

事
務
局
職
員
、
各
位
の
ご
協
力
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
、
こ
こ
に
深
く
感
謝
の
意
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま

す
。

二
〇
〇
九
年
三
月
一
日

日
弁
連
創
立
六
〇
周
年
記
念
行
事
実
行
委
員
会

委　

員　

長　
　

平　
　

山　
　

正　
　

剛

「日弁連六十年」を贈る
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取
組
み･･････････････････････････････････････････････

210

　
　

一　

人
権
救
済
活
動
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二　

刑
事
司
法
と
人
権

　
　

三　

消
費
者
と
人
権　

～
貸
金
業
法
の
改
正
か
ら
消
費
者
庁
設
置
へ
向
け
た
活
動

　
　

四　

高
齢
者
・
障
害
者
と
人
権

　
　

五　

子
ど
も
と
人
権

　
　

六　

両
性
の
平
等
・
男
女
共
同
参
画

　
　

七　

貧
困
問
題
と
人
権

　
　

八　

外
国
人
と
人
権

　
　

九　

家
事
事
件
と
人
権

　

一
〇　

報
道
と
人
権

　

一
一　

犯
罪
被
害
者
と
人
権

　

一
二　

民
事
介
入
暴
力
問
題
へ
の
取
組
み

　

一
三　

公
害
・
環
境

　

一
四　

被
災
者
支
援
活
動

　

一
五　

医
療
と
人
権

　

一
六　

労
働
と
人
権

　

一
七　

死
刑
問
題

　

一
八　

日
弁
連
の
国
際
人
権
活
動

　

一
九　

共
謀
罪

　

二
〇　

憲
法
改
正
問
題
と
日
弁
連

　

二
一　

教
育
基
本
法
改
正
問
題

目　　次
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二
二　

個
人
情
報
保
護

第
三
章
　
　
業
務
改
革
課
題
の
取
組
み･･･････････････････････････････････････

336

　
　

一　

弁
護
士
過
疎
・
偏
在
対
策

　
　

二　

弁
護
士
法
七
二
条
と
隣
接
士
業
問
題

　
　

三　

業
務
範
囲
の
拡
大
は
活
動
領
域
の
拡
大
か

　
　

四　

法
律
事
務
所
の
法
人
化

　
　

五　

報
酬
・
広
告

　
　

六　

研
修

　
　

七　

綱
紀
・
懲
戒
制
度
、
市
民
窓
口
、
紛
議
調
停
の
運
用
に
関
す
る
取
組
み

　
　

八　

弁
護
士
業
務
妨
害
対
策

　
　

九　

ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
問
題

　

一
〇･･･

弁
護
士
保
険
（
権
利
保
護
保
険
）
制
度
の
歩
み

第
四
章
　
法
制
度
の
取
組
み･･････････････････････････････････････････････････

386

　
　

一　

民
事
法
制

　
　

二　

刑
事
法
制

第
五
章
　
特
筆
す
べ
き
各
連
合
会
・
各
弁
護
士
会
の
取
組
み････････････････

408

　
　

一　

道
弁
連
と
サ
ハ
リ
ン
州
在
住
法
曹
と
の
交
流
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二　

す
ず
ら
ん
基
金
法
律
事
務
所
の
開
設

　
　

三　
「
や
ま
び
こ
基
金
」
の
設
立
と
偏
在
対
策
拠
点
事
務
所

　
　

四　

岩
手
の
ひ
ま
わ
り
基
金
法
律
事
務
所

　
　

五　

法
教
育
の
源
流

　
　

六　

二
〇
〇
四
（
平
成
一
六
）
年
新
潟
県
中
越
大
震
災
、

　
　
　
　

二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
新
潟
県
中
越
沖
地
震
に
お
け
る
被
災
者
支
援
活
動

　
　

七　

行
刑
改
革
の
契
機
と
な
っ
た
名
古
屋
刑
務
所
事
件

　
　

八　

生
物
多
様
性
の
実
現
を
目
指
す
中
部
弁
連
の
活
動

　
　

九　

近
畿
に
お
け
る
都
市
型
公
設
事
務
所
の
展
開

　

一
〇　

こ
こ
一
〇
年
間
に
竣
工
と
な
っ
た
近
弁
連
管
内
の
弁
護
士
会
館
の
概
要　

　
　
　
　

～
四
弁
護
士
会
の
弁
護
士
会
館
～

　

一
一　
「
鳥
取
県
弁
護
士
人
口
倍
増
宣
言
」
の
決
議
と
そ
の
達
成

　

一
二　

ひ
ま
わ
り
基
金
法
律
事
務
所
は
い
か
に
し
て
作
ら
れ
た
か

　

一
三　

四
国
に
お
け
る
司
法
過
疎
偏
在
問
題

　

一
四　

四
国
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
開
校

　

一
五　

川
辺
川
ダ
ム
建
設
問
題
へ
の
取
組
み

　

一
六　

志
布
志
事
件
の
取
組
み

　

一
七　

日
弁
連
事
務
局

年
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